
労
働
法
制
に
つ
い
て（
３
）

　

変
形
労
働
時
間
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
、
み
な
し
労
働
時
間
制

　
「
労
働
法
制
に
つ
い
て
」（
１
）
で

述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
時
間
に
つ
い

て
は
、
１
日
８
時
間
以
内
、
１
週
40

時
間
以
内
と
い
う
こ
と
が
法
律
で
定

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
業

種
業
態
に
よ
っ
て
は
、
上
記
法
定
労

働
時
間
制
の
適
用
が
ふ
さ
わ
し
く
な

い
場
合
が
あ
り
、
例
外
の
制
度
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

変
形
労
働
時
間
制

　
一
定
期
間
（
１
週
間
、
１
か
月
、

１
年
以
内
の
期
間
）
を
平
均
す
れ
ば

週
40
時
間
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
と
す

る
制
度
で
す
。

　
１
週
間
単
位
：
前
の
週
に
翌
週
の

労
働
時
間
割
を
定
め
て
従
業
員
に
通

知
し
ま
す
。
商
店
、
旅
館
、
飲
食
店

な
ど
の
労
働
者
が
30
人
未
満
の
事
業

所
が
可
能
で
す
。
労
使
協
定
を
結
び

労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
１
か
月
単
位
：
１
か
月
以
内
の
一

定
期
間
を
定
め
て
、
こ
の
期
間
に
お

い
て
週
平
均
40
時
間
以
下
と
す
る
も

の
で
す
。
労
使
協
定
な
い
し
就
業
規

則
に
よ
り
実
施
で
き
ま
す
。

　
１
年
単
位
：
１
か
月
を
超
え
１
年

以
内
の
一
定
期
間
を
定
め
て
、
こ
の

期
間
の
労
働
時
間
が
週
平
均
40
時
間

以
内
と
す
る
も
の
で
す
。
就
業
規
則

の
定
め
、
労
使
協
定
の
締
結
、
労
基

署
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

　
月
に
勤
務
す
べ
き
総
労
働
時
間
数

（
ノ
ル
マ
）
を
定
め
る
だ
け
で
、
出

勤
時
刻
・
退
勤
時
刻
を
労
働
者
が
自

由
に
決
め
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
で

す
。
た
だ
し
、
最
低
限
の
勤
務
を
義

務
づ
け
る
時
間
帯
（
コ
ア
タ
イ
ム
）

と
そ
の
前
後
の
時
間
帯
（
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
）
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
就
業
規
則
に
定
め
、労
使
協
定
で
、

対
象
者
の
範
囲
、
清
算
期
間
（
１
か

月
以
内
）、清
算
期
間
に
お
け
る
総
労

働
時
間
な
ど
を
定
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
１
か
月
の
総
労
働
時
間
が

ノ
ル
マ
時
間
に
達
し
な
い
場
合
は
、

不
足
分
を
翌
月
に
繰
り
越
し
翌
月
そ

の
分
多
く
勤
務
し
て
相
殺
す
る
方
法

と
当
月
の
不
足
分
を
賃
金
カ
ッ
ト
と

す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
ま
る
１
日
出
勤
し
な
い
場

合
は
欠
勤
扱
い
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

法
定
休
日
に
働
い
た
場
合
は
休
日
労

働
扱
い
と
な
り
ま
す
が
、
法
定
外
休

日
に
働
い
て
も
休
日
労
働
扱
い
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

み
な
し
労
働
時
間
制

　
実
際
に
働
い
た
時
間
と
関
係
無
く
、

１
日
に
働
い
た
時
間
を
何
時
間
と
み

な
し
て
、
そ
の
時
間
を
基
準
と
し
て

賃
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。

　
３
種
類
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
事

業
場
外
労
働
、
専
門
業
務
型
裁
量
労

働
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
で
す
。

▽
事
業
場
外
労
働

　
営
業
職
、
取
材
記
者
や
出
張
の
場

合
な
ど
、
社
外
勤
務
に
よ
り
労
働
時

間
の
算
定
が
困
難
な
場
合
に
適
用
で

き
ま
す
。

　
み
な
し
労
働
時
間
は
「
１
日
何
時

間
」
と
い
う
よ
う
に
日
単
位
で
決
め

ま
す
。
営
業
部
員
が
１
日
中
社
内
で

勤
務
し
た
場
合
は
、
み
な
し
労
働
時

間
制
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
専
門
業
務
型
裁
量
労
働

　
国
が
指
定
し
た
特
定
の
専
門
知
識
、

技
術
を
要
す
る
労
働
（
業
務
）
に
つ

い
て
、
み
な
し
労
働
時
間
制
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
と
し
て
は
、
新
商
品
な
ど
の
研

究
開
発
、
記
事
な
ど
の
取
材・編
集
、

衣
服
・
広
告
な
ど
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

大
学
に
お
け
る
教
授
研
究
、
一
級
建

築
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
、
弁

護
士
、
中
小
企
業
診
断
士
な
ど
。

　
適
用
業
務
の
範
囲
と
み
な
し
労
働

時
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
労
働
者
の
健
康
・
福
祉
を

確
保
す
る
た
め
、
休
日
や
健
康
診
断

な
ど
に
付
き
労
使
協
定
の
締
結
が
必

要
で
す
。

▽
企
画
業
務
型
裁
量
労
働

　
本
社
そ
の
他
の
一
定
の
事
業
場
に

お
い
て
、
企
画
、
立
案
、
調
査
、
分

析
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
を
対

象
と
し
た
労
働
時
間
制
で
す
。
労
使

委
員
会
の
設
立
、
決
議
、
対
象
労
働

者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
同
委
員

会
の
決
議
は
労
基
署
に
届
出
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  
山
下
江
の
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